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六
朝
志
怪
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
『
捜
神
記
』
は（

１
）、
そ
の
内
容
に
関
し
て
「
及
其
著
述
、
亦
足
以
明
神
道
之
不
誣
（
其
の
著
述
す
る

に
及
び
て
は
、
亦
た
以
て
神
道
の
誣
な
ら
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
る
に
足
れ
り
）」
と
、
集
め
ら
れ
た
数
多
く
の
記
事
が
ま
や
か
し
で
は
な

い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
撰
者
干
宝
自
身
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
る
（『
晋
書
』
干
宝
伝
）。
こ
こ
よ
り
、
干
宝
自
身
が
収
集
し
た
記
事
が
持

つ
性
格
は
、
あ
く
ま
で
嘘
偽
り
で
は
な
い
、
彼
の
中
で
は
紛
れ
も
な
い
真
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
個
々
の
記
事
と

『
捜
神
記
』
全
体
の
性
格
の
関
連
性
は
具
体
的
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
干
宝
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ら
の
多
種
多

様
な
内
容
の
記
事
を
収
集
し
た
か
、
と
い
う
事
が
筆
者
の
疑
問
点
で
あ
る
。
佚
文
も
含
め
た
こ
れ
ら
『
捜
神
記
』
中
の
記
事
の
繁
雑
さ

に
つ
い
て
は（

２
）、

原
著
の
『
捜
神
記
』
自
体
が
一
度
散
佚
し
て
し
ま
い
、
明
代
に
な
っ
て
再
輯
・
出
版
さ
れ
た
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
起
因

す
る
が（

３
）、
筆
者
は
根
本
的
な
問
題
と
し
て
、
撰
者
で
あ
っ
た
干
宝
の
当
時
に
お
け
る
「
史
官
」
と
し
て
の
立
場
、
及
び
当
時
の
社
会
的

背
景
が
大
き
く
『
捜
神
記
』
の
編
纂
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
る（

４
）。
通
行
の
二
〇
巻
本
『
捜
神
記
』
は
、
原
著
で
は
な
い
も
の

の
『
芸
文
類
聚
』
や
『
太
平
広
記
』
に
残
存
す
る
記
事
を
お
お
む
ね
忠
実
に
集
め
て
い
る
事
か
ら
、「
比
較
的
原
著
に
近
い
」
と
い
う
評

価
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
本
文
の
記
事
を
見
て
み
る
と
、
収
集
さ
れ
て
編
纂
さ
れ
た
記
事
に
以
下
の
傾
向
が
現
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
一
つ
目
は
先
行
す
る
書
物
中
の
記
事
を
採
録
す
る
形
で
収
集
さ
れ
た
も
の
、
二
つ
目
は
伝
聞
記
事
が
記
録
化
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま

り
干
宝
自
身
に
よ
っ
て
文
字
化
さ
れ
て
記
録
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
『
漢
書
』
の
災
異
記
事
や
『
列
仙
伝
』
の

神
仙
に
ま
つ
わ
る
記
事
、
後
者
は
江
南
の
神
話
、
伝
説
に
関
す
る
記
事
や
干
宝
と
同
時
代
の
記
録
が
中
心
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
記

事
収
集
の
経
緯
に
関
し
て
は
彼
自
身
の
発
言
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
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淳
于
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故
事
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と
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綴
片
言
於
殘
闕
、
訪
行
事
於
故
老
、
將
使
事
不
二
迹
、
言
無
異
塗
、
然
後
爲
信
者
、
固
亦
前
史
之
所
病
。
…
…
羣
言
百
家
、
不
可

勝
覽
、
耳
目
所
受
、
不
可
勝
載
。
今
粗
取
足
以
演
八
略
之
旨
、
成
其
微
説
而
已
。　
　

    

片
言
を
残
闕
に
綴
り
、
行
事
を
故
老
に
訪
ね
、
将
に
事
を
し
て
迹
を
二
と
せ
ず
、
言
を
し
て
異
塗
無
か
ら
し
め
ん
と
し
、
然
る

後
に
信
を
為
す
者
、
固
よ
り
亦
た
前
史
の
病
と
す
る
所
な
り
。
…
…
群
言
百
家
、
勝
げ
て
覧
る
べ
か
ら
ず
、
耳
目
の
受
く
る
所
、

勝
げ
て
載
す
べ
か
ら
ず
。
今
粗ほ
ぼ

以
て
八
略
の
旨
を
演
ぶ
る
に
足
る
を
取
り
、
其
の
微
説
を
成
す
の
み
。

 

（『
晋
書
』
巻
八
二
・
干
宝
伝
）

と
、『
晋
書
』
干
宝
伝
に
含
ま
れ
る
『
捜
神
記
』
序
文
に
彼
自
身
の
言
葉
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
干
宝
は
、
わ
ず
か
な
残
存
資
料
や

口
頭
で
伝
わ
る
伝
承
を
も
収
集
し
歴
史
記
事
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
が
古
来
よ
り
の
史
官
の
務
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
自
分
も
同

様
の
作
業
を
行
っ
た
上
で
「
微
説
」、
つ
ま
り
自
分
の
主
張
を
纏
め
た
著
作
で
あ
る
『
捜
神
記
』
を
編
纂
し
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
。

こ
の
う
ち
、
従
来
の
研
究
で
は
彼
の
思
想
と
の
関
連
性
を
中
心
に
『
漢
書
』
五
行
志
な
ど
の
書
籍
と
の
関
連
性
、
つ
ま
り
、
彼
が
直
接

引
用
し
た
前
代
の
書
物
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の（

５
）、

口
頭
伝
承
に
依
る
記
事
、
つ
ま
り
干
宝
自
身
に
よ
っ
て
文
字
化

さ
れ
た
記
録
に
関
し
て
は
、
出
典
の
具
体
的
な
特
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
ゆ
え
に
伝
聞
に
依
る
と
思
わ
れ
る
記
事
の
取
材
源

に
関
す
る
考
察
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
管
見
の
限
り
で
は
小
南
一
郎
氏
の
論
考
が
あ
る
の
み
で
あ
る（

６
）。
し
か
し
、
歴
史
記
録
の
保
存
が
東

晋
初
年
に
国
家
事
業
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
中
で
干
宝
自
身
が
史
官
と
し
て
史
書
編
纂
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
及
び
従
来
よ
り
志
怪
と

史
書
と
の
関
連
性
が
盛
ん
に
言
及
さ
れ
て
い
る
事
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
伝
聞
記
事
の
収
集
に
関
し
て
も
当
時
の
社
会
背
景
に
よ
り
踏

み
込
ん
だ
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
こ
で
本
論
は
、『
捜
神
記
』
中
に
収
め
ら
れ
る
晋
代
の
方
術
士
淳
于
智
の
記
事
を

例
と
し
て
、
そ
の
記
事
の
収
集
・
編
纂
過
程
、
及
び
『
捜
神
記
』
記
事
の
持
つ
性
格
に
関
し
て
当
時
の
史
書
編
纂
の
流
れ
か
ら
の
考
察

を
行
い
た
い
。

一　

晋
代
の
方
術
士
淳
于
智
と
そ
の
起
源

　

今
回
調
査
の
対
象
と
す
る
淳
于
智
は
、
後
漢
期
か
ら
六
朝
初
期
に
か
け
て
数
多
く
登
場
す
る
方
術
士
、
占
い
や
医
術
を
生
業
と
す
る
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人
物
の
一
人
で
、
済
北
は
盧
の
出
身
で
あ
る
。
生
没
年
は
未
詳
で
あ
る
が
、『
晋
書
』
芸
術
伝
に
「
太
康
（
二
八
〇
〜
二
八
九
）
末
、
爲
司

馬
督
。
有
寵
於
楊
駿
、
故
見
殺
（
太
康
の
末
、
司
馬
督
と
為
る
。
楊
駿
に
寵
有
り
て
、
故
に
殺
さ
る
）」
と
あ
り
、
お
よ
そ
西
晋
の
武
帝

期
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
東
晋
の
王
敦
の
乱
鎮
圧
に
功
が
あ
っ
た
応
詹
と
も
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録

さ
れ
て
い
る
。

　

彼
の
姓
で
あ
る｢
淳
于｣

と
は
、
も
と
は
春
秋
戦
国
の
斉
の
一
地
域
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
桓
公
五
年
に｢

淳
于
公

如
曹
。
度
其
國
危
、
遂
不
復
（
淳
于
公
曹
に
如ゆ

く
。
其
の
国
の
危
き
を
度
り
て
、
遂
に
復か
え

ら
ず
）｣

と
あ
る
が
、
そ
の
該
当
部
分
に
附
さ

れ
た
杜
預
注
に｢

淳
于
、
州
國
所
都
。
城
陽
淳
于
縣
也
（
淳
于
は
、
州
国
の
都
と
す
る
所
な
り
。
城
陽
の
淳
于
県
な
り
）｣

と
あ
り
、
も

と
は
地
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
地
名
で
あ
っ
た
こ
の｢

淳
于｣

が
そ
の
ま
ま
姓
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
例
と
し
て
、

『
史
記
』
扁
鵲
倉
公
列
伝
の
太
倉
公
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
「
太
倉
公
者
、
齊
太
倉
長
、
臨
菑
人
也
。
姓
淳
于
氏
、
名
意
。
少
而
喜
醫
方

術
（
太
倉
公
は
、
斉
の
太
倉
長
に
し
て
、
臨
菑
の
人
な
り
。
姓
は
淳
于
氏
、
名
は
意
。
少わ
か

く
し
て
医
の
方
術
を
喜こ
の

む
）」
と
あ
り
、
春
秋

時
代
に
お
い
て
地
名
で
あ
っ
た
淳
于
を
姓
と
し
て
名
乗
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、「
少わ
か

く
し
て
医
の
方
術
を
喜
む
」
と
彼
が
医

術
に
明
る
か
っ
た
事
を
記
す
。
後
述
の
よ
う
に
淳
于
智
に
も
占
い
で
も
っ
て
人
が
罹
る
病
や
健
康
に
関
す
る
問
題
を
取
り
除
い
た
と
い

う
記
述
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
両
者
は
あ
な
が
ち
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
『
史
記
』
中
の
「
淳
于
」
姓
の
人
物
と
し
て
は
滑
稽
列
伝
の
冒
頭
に
記
載
さ
れ
る
能
弁
家
淳
于
髠
が
い

る
。「
三
年
鳴
か
ず
飛
ば
ず
」
の
故
事
成
語
の
由
来
と
し
て
知
ら
れ
る
彼
だ
が
、
そ
の
本
文
の
冒
頭
部
に
お
い
て
も
「
淳
于
髠
者
、
齊
之

贅
壻
也
（
淳
于
髠
な
る
者
は
、
斉
の
贅
壻
な
り
）」
と
、
彼
が
入
り
婿
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
出
自
が
同
じ
く
斉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　

淳
于
智
以
前
に
活
躍
し
た｢

淳
于｣

姓
を
持
つ
こ
れ
ら
の
人
物
は
『
元
和
姓
纂
』
に
も
記
載
が
あ
る
が
、
史
書
に
は
上
記
の
太
倉
公
・

淳
于
髠
の
ほ
か
に
も
医
術
や
学
術
に
長
け
て
い
た
特
殊
技
能
者
が
散
見
す
る
。
た
と
え
ば
、『
漢
書
』
外
戚
伝
に
は
、
霍
光
夫
人
に
取
り

入
っ
て
宣
帝
の
后
で
あ
る
許
皇
后
を
毒
殺
し
た
人
物
と
し
て
、
淳
于
衍
な
る
侍
医
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る（

７
）。
ま
た
、
李
斯
と
と
も
に

秦
の
始
皇
帝
に
仕
え
て
い
た
人
物
と
し
て
淳
于
越
と
い
う
人
物
が
記
録
さ
れ
て
い
る
ほ
か（

８
）、

後
漢
の
明
帝
・
章
帝
期
に
活
動
し
、
儒
教

の
経
典
議
論
が
行
わ
れ
た
白
虎
観
会
議
に
も
参
加
し
た
淳
于
恭
も
『
老
子
』
に
精
通
し
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
り（

９
）、
中
国
古
代
に
お
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い
て｢

淳
于｣

姓
の
人
物
が
一
定
以
上
の
地
位
に
就
き
医
術
を
中
心
と
す
る
儒
学
・
諸
子
百
家
の
学
問
に
優
れ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

　

以
上
、
後
漢
以
前
の｢

淳
于｣

姓
を
持
つ
人
物
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
淳
于
智
に
関
し
て
も
こ
の
傾
向
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
な
く
、

出
身
や
備
え
持
つ
技
能
も
こ
れ
ま
で
の
淳
于
姓
の
人
物
の
傾
向
を
受
け
継
ぐ
。
逆
に
言
う
な
ら
ば
淳
于
氏
と
い
う
の
は
斉
の
一
地
域
に

お
け
る
特
殊
技
能
集
団
で
あ
り
、
淳
于
智
は
そ
の
流
れ
を
受
け
継
い
だ
人
物
で
あ
る
と
言
え
る
。

二　
『
捜
神
記
』
所
収
の
淳
于
智
記
事
と
そ
の
伝
承

　

現
行
の
二
十
巻
本
『
捜
神
記
』
に
は
、
合
計
四
則
淳
于
智
が
登
場
す
る
記
事
が
載
せ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
道
士
・
方
術
使
い
を
中
心

と
し
て
集
め
た
巻
三
に
収
め
ら
れ
る
が）

（（
（

、
こ
の
う
ち
『
太
平
広
記
』・『
太
平
御
覧
』
を
は
じ
め
と
す
る
類
書
に
同
様
の
記
事
が
存
在
す

る
、
つ
ま
り
『
捜
神
記
』
の
原
著
に
確
実
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
記
事
が
三
則
、
す
で
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
の
内
容
と
と
も
に
類
書
に
残
存
す
る
文
章
と
の
関
連
性
を
確
認
す
る
。

淳
于
智
字
叔
平
、
濟
北
廬マ
マ

人
也
。
性
深
沈
、
有
思
義
。
少
爲
書
生
、
能
易
筮
、
善
厭
勝
之
術
。
高
平
劉
柔
夜
臥
、
鼠
嚙
其
左
手
中

指
、
意
甚
惡
之
。
以
問
智
、
智
爲
筮
之
曰
、
鼠
本
欲
殺
君
而
不
能
、
當
爲
使
其
反
死
。
乃
以
朱
書
手
腕
橫
文
後
三
寸
爲
田
字
、
可

方
一
寸
二
分
。
使
夜
露
手
以
臥
、
有
大
鼠
伏
死
於
前
。

淳
于
智
字
は
叔
平
、
済
北
廬
の
人
な
り
。
性
は
深
沈
に
し
て
、
思
義
有
り
。
少
く
し
て
書
生
と
為
り
、
能
く
易
筮
し
、
厭
勝
の

術
を
善
く
す
。
高
平
の
劉
柔
夜
臥
す
に
、
鼠
其
の
左
手
中
指
を
噛
み
て
、
意
甚
だ
之
を
悪
む
。
以
て
智
に
問
ふ
に
、
智
為
に
之

を
筮
し
て
曰
く
、
鼠
本
君
を
殺
さ
ん
と
欲
す
る
も
能
は
ず
、
当
に
為
に
其
れ
を
し
て
反
っ
て
死
せ
し
む
べ
し
と
。
乃
ち
朱
書
を

以
て
手
腕
の
横
文
後
三
寸
に
田
字
を
為
す
に
、
方
一
寸
二
分
可ば
か

り
な
り
。
夜
に
手
を
露
し
て
以
て
臥
せ
し
む
る
に
、
大
鼠
の
伏

し
て
前
に
死
せ
る
有
り
。 

（『
捜
神
記
』
巻
三
）

　

こ
こ
で
は
、
最
初
に
淳
于
智
の
出
自
、
人
柄
を
述
べ
た
後
、
劉
柔
な
る
人
物
が
体
験
し
た
奇
妙
な
出
来
事
と
そ
れ
に
対
す
る
淳
于
智

の
対
応
、
そ
の
後
の
事
件
の
顛
末
を
述
べ
る
。
劉
柔
が
夜
眠
っ
て
い
た
際
、
鼠
に
指
を
噛
ま
れ
、
相
談
を
受
け
た
淳
于
智
が
彼
の
手
に

朱
で
文
字
を
書
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
効
果
が
発
揮
さ
れ
指
を
噛
ん
だ
鼠
は
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
淳
于
智
が
劉
柔
の
腕
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に
書
い
た
文
字
の
効
果
や
、
指
に
噛
み
つ
い
た
鼠
の
正
体
が
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
退
治
さ
れ
る
な
ど
、
一
見
す
る
と
た
だ
出
来
事
を
記
録
し

た
だ
け
の
記
事
で
あ
る
が
、
淳
于
智
を
主
人
公
と
し
て
そ
の
事
績
を
記
録
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
従
来
の
指
摘
に
も
あ
る
通
り
歴
史

書
の
体
裁
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

次
に
示
す
の
は
淳
于
智
が
別
の
事
件
に
つ
い
て
関
与
し
て
い
た
記
事
で
あ
る
。

譙
人
夏
侯
藻
、
母
病
困
、
將
詣
智
卜
。
忽
有
一
狐
、
當
門
向
之
嘷
叫
。
藻
大
愕
懼
、
遂
馳
詣
智
。
智
曰
、
其
禍
甚
急
。
君
速
歸
、

在
狐
嘷
處
拊
心
啼
哭
、
令
家
人
驚
怪
、
大
小
畢
出
、
一
人
不
出
、
啼
哭
勿
休
。
然
其
禍
僅
可
免
也
。
藻
還
如
其
言
、
母
亦
扶
病
而

出
。
家
人
既
集
、
堂
屋
五
間
、
拉
然
而
崩
。

譙
人
夏
侯
藻
、
母
病
み
て
困
し
み
、
将
に
智
に
詣
で
て
卜
せ
ん
と
す
。
忽
ち
一
狐
有
り
て
、
門
に
当
た
り
て
之
に
向
ひ
て
嘷
叫

す
。
藻
大
い
に
愕
懼
し
、
遂
に
馳
せ
て
智
に
詣
る
。
智
曰
く
、
其
の
禍
甚
だ
急
な
り
。
君
速
や
か
に
帰
り
、
狐
の
嘷
ゆ
る
処
に

在
り
て
心
を
拊
ち
て
啼
哭
し
、
家
人
を
し
て
驚
怪
し
、
大
小
畢
こ
と
ご
とく

出
だ
さ
し
め
よ
。
一
人
出
で
ず
ん
ば
、
啼
哭
し
て
休
む
る
勿

か
れ
。
然
ら
ば
其
の
禍
僅
か
に
免
る
べ
し
と
。
藻
還
り
て
其
の
言
が
如
く
し
、
母
も
亦
た
病
を
扶
し
て
出
づ
。
家
人
既
に
集
ま

れ
ば
、
堂
屋
五
間
、
拉
然
と
し
て
崩
る
。 

（『
捜
神
記
』
巻
三
）

　

こ
の
記
事
は
、
自
分
の
母
親
が
病
に
伏
せ
っ
た
際
に
狐
が
登
場
し
た
こ
と
を
承
け
、
夏
侯
藻
が
淳
于
智
に
相
談
を
し
、
そ
れ
に
対
し

て
与
え
ら
れ
た
指
示
に
従
っ
て
夏
侯
藻
が
行
動
し
た
と
こ
ろ
家
が
崩
れ
落
ち
る
と
い
う
災
難
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
た
、
と
い
う
内

容
の
も
の
で
あ
る
。
淳
于
智
が
具
体
的
に
何
ら
か
の
占
い
を
す
る
部
分
は
記
載
さ
れ
な
い
も
の
の
、
夏
侯
藻
に
具
体
的
な
指
針
を
与
え

る
と
い
う
点
で
は
前
述
の
劉
柔
の
記
事
と
同
様
で
あ
り
、
記
事
の
構
成
と
し
て
定
型
化
し
た
一
つ
の
構
図
が
見
て
取
れ
る
。

　

上
記
二
つ
の
淳
于
智
に
関
す
る
記
事
が
二
〇
巻
本
『
捜
神
記
』
に
纏
め
直
さ
れ
る
際
の
参
考
と
な
っ
た
引
用
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の

文
字
の
異
同
か
ら
『
太
平
広
記
』
お
よ
び
唐
脩
『
晋
書
』
を
藍
本
と
し
て
集
め
ら
れ
た
輯
本
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
『
太
平
広
記
』

の
巻
四
四
〇
・
四
四
七
に
引
用
さ
れ
る
『
捜
神
記
』
及
び
唐
脩
『
晋
書
』
芸
術
伝
と
比
較
し
た
際
に
異
同
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
話

の
筋
も
ほ
ぼ
同
様
だ
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
そ
の
他
『
太
平
御
覧
』
に
も
同
様
の
文
章
が
見
え
る
が
、
大
き
な
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

次
に
挙
げ
る
三
則
目
の
淳
于
智
故
事
は
、
類
書
と
の
関
係
が
前
述
の
二
則
と
比
べ
て
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

三
つ
め
の
例
と
し
て
挙
げ
る
『
捜
神
記
』
所
収
の
淳
于
智
故
事
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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上
黨
鮑
瑗
、
家
多
喪
病
、
貧
苦
。
淳
于
智
卜
之
、
曰
君
居
宅
不
利
、
故
令
君
困
爾
。
君
舍
東
北
有
大
桑
樹
。
君
徑
至
市
、
入
門
數

十
步
、
當
有
一
人
賣
新
鞭
者
、
便
就
買
還
、
以
懸
此
樹
三
年
、
當
暴
得
財
。
瑗
承
言
詣
市
、
果
得
馬
鞭
。
懸
之
三
年
、
浚
井
、
得

錢
數
十
萬
、
銅
鐵
器
復
二
萬
餘
。
於
是
業
用
既
展
、
病
者
亦
無
恙
。

上
党
の
鮑
瑗
、
家
に
喪
病
多
く
、
貧
苦
な
り
。
淳
于
智
之
を
卜
し
て
曰
く
、
君
が
居
宅
利
な
ら
ず
、
故
に
君
を
し
て
困く
る

し
ま
し

む
る
の
み
。
君
が
舎
の
東
北
に
大
桑
樹
有
り
。
君
径
し
て
市
に
至
り
、
門
に
入
る
こ
と
数
十
歩
、
当
に
一
人
の
新
鞭
を
売
る
者

有
る
に
、
便す
な
わ就
ち
買
ひ
て
還
り
、
以
て
此
の
樹
に
懸
く
る
こ
と
三
年
、
当
に
暴に
は
かに

財
を
得
ん
と
。
瑗
言
を
承
け
て
市
に
詣
で
、

果
た
し
て
馬
鞭
を
得
る
。
之
を
懸
け
る
こ
と
三
年
、
井
を
浚さ
ら

へ
ば
、
銭
数
十
万
、
銅
鉄
の
器
復
た
二
万
余
を
得
る
。
是
に
於
い

て
業
用
既
に
展
き
、
病
む
者
も
亦
た
恙
無
し
。 

（『
捜
神
記
』
巻
三
）

　

こ
の
記
事
は
、
上
党
の
鮑
瑗
と
い
う
人
物
が
貧
困
・
病
気
で
苦
し
ん
で
い
る
所
を
淳
于
智
が
占
い
、
そ
の
言
う
通
り
に
市
場
で
買
っ

た
鞭
を
桑
の
木
に
懸
け
た
所
、
井
戸
の
中
よ
り
金
銭
を
得
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
が
持
ち
直
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
話
と
し
て
は

先
に
挙
げ
た
二
則
と
同
様
に
、
①
依
頼
者
が
登
場
、
②
淳
于
智
が
占
い
、
或
い
は
何
ら
か
の
指
針
を
与
え
る
、
③
依
頼
者
が
救
わ
れ
る

と
い
う
定
型
化
し
た
構
図
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
こ
の
故
事
は
そ
の
お
お
も
と
の
記
事
と
し
て
は
更
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
だ

構
成
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
、
次
に
引
用
す
る
『
太
平
御
覧
』
に
残
る
晋
の
王
隠
『
晋
書
』
の
記
事
で
あ
る
。

上
黨
鮑
瑗
、
家
多
喪
病
、
貧
苦
。
或
謂
之
曰
、
淳
于
叔
平
神
人
也
。
君
何
不
試
就
卜
、
知
禍
所
在
。
瑗
性
質
直
、
不
信
卜
筮
曰
、

人
生
有
命
、
豈
卜
筮
所
移
。
會
智
適
來
、
應
思
遠
謂
之
曰
、
君
有
通
靈
之
思
、
而
但
爲
貴
人
用
。
此
君
寒
士
、
貧
苦
多
屯
蹇
、
可

爲
一
卦
。
智
乃
令
詹
作
卦
。
卦
成
、
謂
瑗
曰
、
爲
君
安
宅
者
女
子
耶
。
瑗
曰
、
是
也
。
此
人
安
宅
失
宜
、
既
害
其
身
、
又
令
君
不

利
。
君
舍
東
北
有
大
桑
樹
。
君
徑
至
市
、
入
門
數
十
步
、
當
有
一
人
持
新
馬
鞭
者
、
便
就
請
買
還
、
以
懸
此
桑
樹
三
年
、
當
暴
得

財
也
。
瑗
承
其
言
、
詣
市
、
果
得
馬
鞭
。
懸
之
正
三
年
、
浚
井
、
得
錢
十
萬
、
銅
鐡
雜
器
、
復
可
二
十
餘
萬
。
於
是
家
業
用
展
、

病
者
亦
愈
。

上
党
の
鮑
瑗
、
家
喪
病
多
く
、
貧
苦
な
り
。
或
る
ひ
と
之
に
謂
ひ
て
曰
く
、
淳
于
叔
平
は
神
人
な
り
。
君
何
ぞ
試
み
に
卜
に
就

か
ざ
ら
ん
や
、
知
禍
の
在
る
所
を
知
れ
り
と
。
瑗
は
性
質
直
に
し
て
、
卜
筮
を
信
ぜ
ず
し
て
曰
く
、
人
生
に
命
有
り
、
豈
に
卜

筮
の
移
す
所
と
な
ら
ん
や
。
会
た
ま
た
ま智
の
適
来
す
る
に
、
応
思
遠
之
に
謂
ひ
て
曰
く
、
君
は
通
霊
の
思
有
る
も
、
但
だ
貴
人
の
為
に
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用
ふ
。
此
の
君
寒
士
、
貧
苦
に
し
て
屯
蹇
多
け
れ
ば
、
一
卦
を
為
す
可
し
。
智
乃
ち
詹
を
し
て
卦
を
作
さ
し
む
。
卦
成
り
て
、

瑗
に
謂
ひ
て
曰
く
、
君
が
為
に
安
宅
せ
し
者
は
女
子
か
と
。
瑗
曰
く
、
是
な
り
と
。
此
人
の
安
宅
の
宜
を
失
ひ
て
、
既
に
其
の

身
を
害
せ
り
、
又
た
君
を
利
な
ら
ざ
ら
し
む
。
君
が
舎
の
東
北
に
大
桑
樹
有
り
。
君
径
し
て
市
に
至
り
、
門
に
入
る
こ
と
数
十

歩
、
当
に
一
人
の
新
馬
鞭
を
持
つ
者
有
り
、
便す
な
わ
ち就
請
ひ
て
買
ひ
て
還
り
、
以
て
此
の
桑
樹
に
懸
く
る
こ
と
三
年
、
当
に
暴に
は

か
に

財
を
得
る
な
り
。
瑗
其
の
言
を
承
け
、
市
に
詣
り
、
果
た
し
て
馬
鞭
を
得
る
。
之
を
懸
く
る
こ
と
正
に
三
年
、
井
を
浚さ
ら

へ
ば
、

銭
十
万
を
得
、
銅
鉄
雑
器
、
復
た
二
十
余
万
ば
か
り
な
る
可
し
。
是
に
於
い
て
家
の
業
用
は
展の

び
、
病
む
者
も
亦
た
愈
ゆ
。

 

（『
太
平
御
覧
』
巻
七
二
七
所
引
王
隠
『
晋
書
』）

　

こ
の
王
隠
『
晋
書
』
の
記
事
か
ら
新
た
に
明
ら
か
と
な
る
情
報
は
、

Ａ

：

依
頼
者
で
あ
っ
た
鮑
瑗
は
元
々
占
い
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、

Ｂ

：

登
場
人
物
と
し
て
鮑
瑗
、
淳
于
智
の
他
に
彼
の
知
人
で
あ
る
応
詹
（
字
は
思
遠
）
な
る
人
物
が
登
場
す
る
こ
と
、

Ｃ

：

鮑
瑗
が
不
運
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
経
緯
が
淳
于
智
の
占
い
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
こ
と
、

で
あ
る
。
特
に
、
Ｃ
の
鮑
瑗
に
降
り
か
か
る
不
運
に
関
し
て
は
淳
于
智
自
身
が
そ
の
原
因
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り）

（（
（

、『
捜
神
記
』
及
び
そ

の
記
事
の
藍
本
と
考
え
ら
れ
る
唐
脩
『
晋
書
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
貴
重
な
情
報
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
全
体
的
に
見
て
も
、

登
場
す
る
人
物
の
性
格
（
鮑
瑗
が
占
い
を
信
じ
な
い
こ
と
や
、
淳
于
智
が
王
侯
貴
族
を
中
心
に
自
分
の
方
術
を
披
露
し
て
い
た
こ
と
）

に
関
す
る
言
及
が
あ
り
、
一
つ
の
記
事
と
し
て
は
よ
り
完
成
度
の
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
記
事
に
関
し
て
、『
太
平
御
覧
』
は
「
王
隠
晋
書
曰
」
と
し
て
記
事
を
採
録
し
、
そ
の
記
事
の
末
尾
に
「
捜
神
記
同
」
と

い
う
割
注
を
附
し
て
い
る
。『
太
平
御
覧
』
な
ど
の
類
書
中
に
は
こ
の
淳
于
智
と
鮑
瑗
に
関
す
る
記
事
の
出
典
を
『
捜
神
記
』
と
す
る
文

が
見
え
ず
、
果
た
し
て
こ
の
記
事
が
原
著
の
『
捜
神
記
』
に
存
在
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
存
在
し
て
い
た
と
し
て
こ
の｢

捜
神
記
同｣

が
ど
の
程
度
ま
で
同
一
記
事
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
完
全
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
ほ
ぼ
同

様
の
文
章
が
原
著
の
『
捜
神
記
』
に
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
先
に
述
べ
た
淳
于
智
の
劉
柔
・

夏
侯
藻
と
の
話
に
関
し
て
も
『
太
平
御
覧
』
に
引
用
さ
れ
る
王
隠
『
晋
書
』
に
ほ
ぼ
同
様
の
文
章
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
片
や
六

朝
を
代
表
す
る
怪
異
記
録
書
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
散
逸
し
た
も
の
の
六
朝
晋
代
に
関
す
る
編
年
体
歴
史
書
で
あ
る
が）

（（
（

、
こ
の
二
つ
の
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書
物
、
ま
た
そ
の
編
者
で
あ
る
干
宝
と
王
隠
の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
次
に
そ
の
関
連
性
を
見
て
い
き
た
い
。

三　

干
宝
の
史
官
登
用
と
東
晋
初
期
の
史
書
編
纂
の
流
れ

　

冒
頭
部
に
述
べ
た
通
り
、
干
宝
は
東
晋
初
年
に
入
っ
て
新
王
朝
に
お
け
る
史
書
編
纂
の
任
に
就
い
て
い
る
が
、
そ
の
経
緯
は
以
下
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

中
興
草
創
、
未
置
史
官
。
中
書
監
王
導
上
疏
曰
、
夫
帝
王
之
迹
、
莫
不
有
書
、
著
爲
令
典
、
垂
之
無
窮）

（（
（

。
宣
皇
帝
四
海
廓
定
、
武

皇
帝
受
禪
於
魏
。
至
德
大
勲
、
等
蹤
上
聖
、
而
紀
傳
不
存
於
王
府
、
德
音
未
被
乎
管
絃
。
陛
下
聖
明
、
當
中
興
之
盛
。
宜
建
立
國

史
、
撰
集
帝
紀
、
上
敷
祖
宗
之
烈
、
下
紀
佐
命
之
勲
、
務
以
實
録
、
爲
後
代
之
凖
、
厭
率
土
之
望
、
悦
人
神
之
心
、
斯
誠
雍
熙
之

至
美
、
王
者
之
弘
基
也
。
宜
備
史
官
、
勅
佐
著
作
郎
干
寶
等
漸
就
撰
集
。
元
帝
納
焉
。
寶
於
是
始
領
國
史
。

中
興
草
創
す
る
も
、
未
だ
史
官
を
置
か
ず
。
中
書
監
王
導
上
疏
し
て
曰
く
、
夫
れ
帝
王
の
迹
、
書
き
著
し
て
令
典
と
為
し
、
之

を
無
窮
に
垂
る
る
こ
と
有
ら
ざ
る
莫
し
。
宣
皇
帝
は
四
海
を
廓
定
し
、
武
皇
帝
は
禅
を
魏
よ
り
受
く
。
至
徳
大
勲
あ
り
て
、
跡

を
上
聖
に
等
し
く
す
る
も
、
紀
伝
は
王
府
に
存
せ
ず
、
徳
音
は
未
だ
管
絃
を
被
ら
ず
。
陛
下
は
聖
明
に
し
て
、
中
興
の
盛
ん
な

る
に
当
た
る
。
宜
し
く
国
史
を
建
立
し
、
帝
紀
を
撰
集
し
、
上
は
祖
宗
の
烈
を
敷
き
、
下
は
佐
命
の
勲
を
紀
し
、
務
む
る
に
実

録
を
以
て
し
、
後
代
の
凖
と
為
し
、
率
土
の
望
を
厭み

た
し
、
人
神
の
心
を
悦
ば
し
、
斯
れ
誠
に
雍
熙
の
至
美
、
王
者
の
弘
基
な

り
。
宜
し
く
史
官
を
備
へ
、
佐
著
作
郎
干
宝
等
に
勅
し
て
漸す
す

め
て
撰
集
に
就
か
し
む
べ
し
と
。
元
帝
焉
を
納
む
。
宝
是
に
於
い

て
始
め
て
国
史
を
領
す
。 

（『
晋
書
』
巻
八
二
・
干
宝
伝
）

　

干
宝
が
佐
著
作
郎
と
し
て
中
央
で
史
書
編
纂
の
職
に
任
用
さ
れ
た
の
は
時
の
権
力
者
で
あ
る
王
導
の
推
挙
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
原
文
に
も｢

佐
著
作
郎
干
寶
等

0

0

0｣

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
史
書
編
纂
者
と
な
っ
た
の
は
彼
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

が
、
先
ほ
ど
の
淳
于
智
故
事
の
中
で
『
捜
神
記
』
と
同
様
の
文
章
を
引
用
し
て
い
た
と
さ
れ
る
『
晋
書
』
の
編
纂
者
で
あ
る
王
隠
で
あ
る
。

太
興
初
、
典
章
稍
備
、
乃
召
隱
及
郭
璞
倶
爲
著
作
郎
、
令
撰
晉
史
。

太
興
の
初
め
、
典
章
稍
や
備
は
れ
る
に
、
乃
ち
（
王
）
隠
及
び
郭
璞
を
召
し
て
倶
に
著
作
郎
と
為
し
、
晋
史
を
撰
せ
し
む
。
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（『
晋
書
』
巻
八
二
・
王
隠
伝
）

　

こ
れ
は
、
王
隠
が
東
晋
初
年
に
中
央
に
出
仕
し
た
際
の
記
事
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
東
晋
王
朝
成
立
時
に
史
書
編

纂
の
官
を
集
め
る
詔
勅
が
発
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
干
宝
の
他
に
王
隠
、
ま
た
『
山
海
経
』
注
な
ど
で
知
ら
れ
る
郭
璞
も
含
ま
れ
て
い
た

の
で
あ
る）

（（
（

。
そ
の
他
、
こ
の
時
期
に
史
官
と
し
て
政
権
中
枢
で
活
動
し
て
い
た
人
物
と
し
て
、『
隋
書
』
経
籍
志
に
『
魏
氏
春
秋
』『
晋

陽
秋
』
の
著
者
と
し
て
名
を
残
す
孫
盛
が
挙
げ
ら
れ
る
。
東
晋
王
朝
が
永
嘉
の
乱
を
経
て
新
し
く
国
家
を
再
編
す
る
際
、
そ
の
一
大
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
史
書
編
纂
事
業
が
有
り
、
干
宝
の
み
な
ら
ず
郭
璞
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
当
時
最
先
端
の
知
識
人
が
中
央
に
集
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
章
で
み
た
『
捜
神
記
』
と
同
様
の
文
章
を
複
数
引
用
し
て
い
た
『
晋
書
』
の
編
纂
者
王
隠
も
干

宝
の
同
僚
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
さ
ら
に
は
、
当
時
の
史
官
の
間
で
も
歴
史
資
料
の
情
報
共
有
が
行
わ
れ
て
い
た
事
を

窺
わ
せ
る
記
事
も
存
在
す
る
。
そ
れ
が
同
じ
く
王
隠
伝
に
引
用
さ
れ
る
次
の
部
分
で
あ
る
。

時
著
作
郎
虞
預
私
撰
晉
書
、
而
生
長
東
南
、
不
知
中
朝
事
、
數
訪
於
隱
、
并
借
隱
所
著
書
竊
寫
之
、
所
聞
漸
廣
。
是
後
更
疾
隱
、

形
於
言
色
。
預
既
豪
族
、
交
結
權
貴
、
共
爲
朋
黨
、
以
斥
隱
、
竟
以
謗
免
、
黜
歸
于
家
。
…
…
隱
雖
好
著
述
、
而
文
辭
鄙
拙
、
蕪

舛
不
倫
。
其
書
次
第
可
觀
者
、
皆
其
父
所
撰
。
文
體
混
漫
義
不
可
解
者
、
隱
之
作
也
。
年
七
十
餘
、
卒
於
家
。

時
に
著
作
郎
虞
預
晋
書
を
私
撰
す
る
も
、
東
南
に
生
長
し
、
中
朝
の
事
を
知
ら
ず
、
数し
ば
しば

隠
を
訪
れ
、
并
び
に
隠
の
著
す
る
所

の
書
を
借
り
て
竊
か
に
之
を
写
し
、
聞
く
所
漸
く
広
し
。
是
の
後
更
に
隠
を
疾に
く

み
、
言
色
に
形あ
ら
はす

。
預
既
に
豪
族
に
し
て
、
交

結
は
権
貴
な
り
、
共
に
朋
党
と
為
し
、
以
て
隠
を
斥
し
、
竟
に
以
て
謗
免
し
、
家
に
黜
帰
す
。
…
…
隠
著
述
を
好
む
と
雖
も
、

文
辞
は
鄙
拙
に
し
て
、
蕪
舛
に
し
て
倫
せ
ず
。
其
の
書
の
次
第
観
る
べ
き
者
は
、
皆
其
の
父
の
撰
す
る
所
な
り
。
文
体
の
混
漫

に
し
て
義
の
解
く
べ
か
ら
ざ
る
は
、
隠
の
作
な
り
。
年
七
十
余
に
し
て
、
家
に
卒
す
。 

（『
晋
書
』
巻
八
二
・
王
隠
伝
）

　

干
宝
等
と
同
様
に
西
晋
末
東
晋
初
年
に
活
動
し
た
虞
預
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
が
、
彼
が
史
書
を
編
纂
す
る
際
の
情
報
が
不
足
し
て

い
た
た
め
、
王
隠
の
所
蔵
す
る
書
籍
を
密
か
に
書
き
写
し
、
こ
れ
を
流
用
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
後
に
虞
預
と
王
隠
の
関
係
は
悪

化
し
、
当
時
中
央
貴
族
と
の
交
流
が
あ
っ
た
虞
預
に
よ
っ
て
王
隠
は
排
斥
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
交
友
関
係
は
と
も
か
く
、
史

官
の
間
で
情
報
の
共
有
と
い
う
べ
き
現
象
が
起
き
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
王
隠
の
撰
し
た
『
晋
書
』（
あ
る
い
は
別
名
の
史
書
）
は
、
完
全
な
彼
の
著
作
で
は
な
く
、
中
に
は
彼
の
父
で
あ
る
王
銓
が
記
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し
た
記
録
も
含
ま
れ
て
お
り
、
当
時
は
父
王
銓
の
記
事
に
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
、
王
隠
自
身
の
記
事
は
そ
れ
ほ
ど
高
い
評
価
を
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
記
事
か
ら
見
る
限
り
、
王
隠
は
自
分
の
著
作
を
撰
す
る
際
に
自
分
の
父
親
の
撰
し
た
記
事
を
流

用
し
て
お
り
、
虞
預
と
王
隠
、
ま
た
王
隠
と
王
銓
と
の
関
連
性
を
踏
ま
え
る
と
、
史
官
、
或
い
は
史
書
編
纂
者
と
い
う
接
点
を
基
と
し

て
歴
史
書
の
素
材
と
な
る
記
事
に
関
し
て
共
有
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
前
章
で
取
り
上
げ
た
干
宝
と
王
隠
と
の
つ
な
が
り
に
関
し
て
も
無
関
係
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
上
述
の
よ
う
に
干
宝

と
王
隠
は
東
晋
王
朝
成
立
時
の
史
書
編
纂
事
業
に
お
い
て
同
僚
で
あ
り
、
さ
ら
に
推
論
す
る
な
ら
ば
両
者
が
閲
覧
で
き
る
資
料
も
お
互

い
に
共
通
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
両
者
が
史
書
を
編
纂
す
る
作
業
の
過
程
に
於
い
て
同
一
の
資
料
を
閲
覧
し
、
そ
の
結

果
『
捜
神
記
』
と
王
隠
の
『
晋
書
』
に
一
連
の
淳
于
智
故
事
が
記
録
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
無
論
、『
捜
神
記
』
中
の
全

て
の
記
事
が
こ
の
よ
う
に
集
め
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
そ
の
収
集
過
程
を
考
え
る
際
に
こ
の
よ
う
な
史
官
と
し
て
の
記

事
収
集
作
業
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
記
事
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　

従
来
『
捜
神
記
』
の
記
事
収
集
・
編
纂
に
関
し
て
は
撰
者
干
宝
を
中
心
と
し
て
彼
の
思
想
や
記
事
の
直
接
引
用
な
ど
が
中
心
に
論
じ

ら
れ
て
き
た
が
、
彼
が
実
際
に
生
き
た
東
晋
初
年
と
い
う
一
つ
の
時
代
背
景
に
即
し
て
考
え
た
際
、
そ
こ
に
は
干
宝
一
人
で
『
捜
神
記
』

が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
六
朝
初
期
の
史
書
編
纂
と
そ
れ
に
従
事
し
た
史
官
た
ち
の
存
在
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

四　

史
書
と
し
て
の
『
捜
神
記
』

　

以
上
、『
捜
神
記
』
中
の
淳
于
智
故
事
を
中
心
に
、
編
纂
者
で
あ
る
干
宝
の
史
官
と
し
て
の
立
場
・
及
び
当
時
の
史
書
編
纂
の
流
れ
を

踏
ま
え
た
上
で
の
考
察
を
行
っ
た
。
結
果
、
干
宝
が
書
物
引
用
以
外
の
『
捜
神
記
』
記
事
を
収
集
す
る
際
、
そ
こ
に
は
彼
の
宮
中
に
お

け
る
史
書
編
纂
作
業
が
関
連
し
て
く
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
ま
た
干
宝
を
中
心
と
し
た
当
時
の
史
書
編
纂
従
事
者
の
相
互
関
係
、

及
び
『
捜
神
記
』
記
事
に
付
与
さ
れ
る
史
書
的
性
格
の
具
体
的
事
例
を
明
示
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

　

こ
の
よ
う
な
『
捜
神
記
』
の
歴
史
書
的
な
性
格
を
間
接
的
に
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
范
曄
の
『
後
漢
書
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
後
漢

書
』
に
は
列
伝
の
部
立
て
と
し
て｢

方
術
伝｣

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
以
前
の
歴
史
書
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、
淳
于
智
の
よ
う
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な
方
術
士
の
記
録
を
収
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
范
曄
の
活
躍
し
た
劉
宋
に
お
い
て
は
『
捜
神
記
』
の
方
術
士
に
関
す
る
よ
う
な
記
事
も
、

正
当
な
歴
史
書
に
組
み
込
ま
れ
る
べ
き
も
の
、
踏
み
込
ん
で
解
釈
す
れ
ば
『
捜
神
記
』
に
代
表
さ
れ
る
志
怪
書
に
も
、
そ
の
内
容
面
か

ら
歴
史
書
的
性
格
が
有
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
歴
史
書
と
し
て
『
捜
神
記
』
を
捉
え
よ
う
と
し
た
際
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
先
に
も
述
べ
た
同
一
の
文
章
を

引
用
す
る
『
捜
神
記
』
と
王
隠
『
晋
書
』
で
あ
る
が
、『
隋
書
』
経
籍
志
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
一
方
は
雑
伝
類
、
も
う
一
方
は
正

史
類
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
の
史
部
の
中
に
お
け
る
分
類
は
全
く
違
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
れ
に

関
連
す
る
問
題
と
し
て
史
書
編
纂
者
で
あ
る
干
宝
が
『
捜
神
記
』
自
体
を
ど
の
よ
う
な
性
格
の
書
物
と
し
て
捉
え
て
い
た
か
、
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

干
宝
が
史
官
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
名
を
広
め
た
こ
と
は
『
晋
書
』
の
本
伝
よ
り
明
ら
か
だ
が）

（（
（

、
具
体
的
な
著
作
と
し
て
『
晋
紀
』

お
よ
び
そ
の
概
論
で
あ
る｢

晋
紀
総
論｣
（『
文
選
』
巻
四
九
所
収
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の｢

晋
紀
総
論｣

は
干
宝
の
歴
史
観
、
つ
ま

り
は
彼
の
史
官
と
し
て
の
意
識
が
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
作
品
で
あ
る
。『
捜
神
記
』
と
そ
れ
を
編
纂
し
た
史
官
と
し
て
の

干
宝
の
意
識
を
探
る
上
で｢

晋
紀
総
論｣
は
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
原
資
料
と
言
え
る
。
こ
の
『
捜
神
記
』
と｢

晋
紀
総
論｣

を
中

心
と
し
た｢

史
官｣

と
し
て
の
干
宝
の
歴
史
記
事
に
関
す
る
総
合
的
な
認
識
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
問
題
と
し
た
い
。

注

（
１
）  

二
〇
巻
本
『
捜
神
記
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、『
学
津
討
原
』
所
収
本
を
底
本
と
す
る
汪
紹
楹
校
注
『
捜
神
記
』（
中
華
書
局
・
一
九
七
九
年
）

を
使
用
し
た
。

（
２
）  

李
剣
国
『
唐
前
志
怪
小
説
史
』
修
訂
版
（
天
津
教
育
出
版
社
・
二
〇
〇
五
年
）
に
は
、『
捜
神
記
』
の
記
事
に
関
し
て
、
神
仙
・
術
士
に

関
わ
る
話
か
ら
歴
史
伝
説
ま
で
九
つ
の
傾
向
に
分
類
し
た
の
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
傾
向
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

（
３
）  

現
在
我
々
が
目
に
し
て
い
る
二
〇
巻
本
『
捜
神
記
』
は
、
明
の
万
暦
年
間
に
胡
震
亨
と
姚
士
粦
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
『
秘
冊
彙
函
』

に
収
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
毛
晋
の
『
津
逮
秘
書
』
中
に
も
収
め
ら
れ
た
。
二
〇
巻
本
の
『
捜
神
記
』
の
成
立
、
及
び
そ
の
構
成
に
関
し
て
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は
大
村
由
紀
子｢

明
末
に
お
け
る
『
捜
神
記
』 

出
版
に
つ
い
て
―
当
時
の
知
識
人
の
小
説
評
価
に
む
け
て
―｣

（『
待
兼
山
論
集
』
第

三
二
号
・
一
九
九
八
年
）
及
び
同｢

『
捜
神
記
』
第
六
・
七
巻
成
立
過
程
小
考｣

（『
中
国
研
究
集
刊
』
閨
号
・
二
〇
〇
〇
年
）
に
詳
し
い
。

（
４
）  
史
官
と
し
て
の
干
宝
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
尾
崎
康｢

干
宝
晋
紀
考｣

（『
斯
道
文
庫
論
集
』
第
八
号
・
一
九
七
〇
年
）
が
あ

る
。
該
文
は
干
宝
の
も
う
一
つ
の
大
著
と
で
も
言
う
べ
き
『
晋
紀
』（
現
在
は
散
佚
）
に
つ
い
て
、
残
存
す
る
彼
の
経
書
注
釈
著
作
、
及
び

『
文
選
』
に
残
る
そ
の
概
論｢

晋
紀
総
論｣

を
取
り
上
げ
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

（
５
）  

近
年
の
日
本
国
内
に
お
け
る
研
究
と
し
て
は
、
多
賀
浪
砂
『
干
宝
『
捜
神
記
』
の
研
究
』（
近
代
文
藝
社
・
一
九
九
四
年
）、
河
野
貴
美

子｢

『
捜
神
記
』
の
語
る
歴
史
―
史
書
五
行
志
と
の
関
係
―｣

（『
二
松
』
第
一
六
号
・
二
〇
〇
二
年
）、
佐
野
誠
子｢

五
行
志
と
志
怪

書
―｢

異｣

を
巡
る
視
点
の
相
違
―｣

（『
東
方
学
』
百
四
・
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
。

（
６
）  

小
南
一
郎｢

干
宝｢
捜
神
記｣

の
編
纂｣

（
下
）（『
東
方
学
報
』
第
七
〇
号
・
一
九
九
八
年
）
に
お
い
て
、
同
氏
は
伝
説
や
世
間
話
を
収

集
す
る
結
節
点
と
し
て
、
中
下
級
官
僚
階
層
の
語
り
の
場
と
い
う
も
の
を
想
定
し
て
い
る
。

（
７
）  

『
漢
書
』
外
戚
伝
に｢

霍
光
夫
人
顯
欲
貴
其
小
女
、
道
無
從
。
明
年
、
許
皇
后
當
娠
、
病
。
女
醫
淳
于
衍
者
、
霍
氏
所
愛
、
嘗
入
宮
侍
皇

后
疾
。
…
…
顯
曰
、
婦
人
免
乳
大
故
、
十
死
一
生
。
今
皇
后
當
免
、
可
因
投
毒
藥
去
也
、
成
君
即
得
爲
皇
后
矣
。
如
蒙
力
事
成
、
富
貴
與

少
夫
共
之
。
…
…
即
擣
附
子
、
齎
入
長
定
宮
。
皇
后
免
身
後
、
衍
取
附
子
并
合
大
醫
大
丸
以
飲
皇
后
。
有
頃
曰
、
我
頭
岑
岑
也
。
藥
中
得

無
有
毒
。
對
曰
、
無
有
。
遂
加
煩
懣
、
崩
（
霍
光
夫
人
顕
其
の
小
女
を
貴
ば
ん
と
欲
す
る
も
、
道
に
従
う
無
し
。
明
年
、
許
皇
后
娠
に
当

た
り
、
病
む
。
女
医
淳
于
衍
な
る
者
は
、
霍
氏
の
愛
す
る
所
に
し
て
、
嘗
て
宮
に
入
り
て
皇
后
の
疾
に
侍
る
。
…
…
顕
曰
く
、
婦
人
の
乳

を
免う

む
は
大
故
に
し
て
、
十
死
に
一
生
な
り
。
今
皇
后
当
に
免う

ま
ん
と
す
る
に
、
因
て
毒
薬
を
投
じ
て
去
ら
し
む
べ
け
る
や
、
成
君
即
ち

皇
后
と
為
る
を
得
ん
。
如
し
蒙
の
力
に
て
事
成
れ
ば
、
富
貴
は
少
夫
と
之
を
共
に
せ
ん
。
…
…
即
ち
附
子
を
擣
ち
て
、
齎も

た
らし
て
長
定
宮
に

入
る
。
皇
后
身
を
免う

み
て
後
、
衍
附
子
を
取
り
て
并
せ
て
大
医
大
丸
に
合
し
て
以
て
皇
后
に
飲
ま
し
む
。
頃
有
り
て
曰
く
、
我
が
頭
岑
岑

な
り
。
薬
中
に
毒
の
有
る
無
き
得
ん
や
と
。
対
へ
て
曰
く
、
有
る
無
し
。
遂
に
煩
懣
を
加
へ
、
崩
ず
）｣

と
あ
る
。

（
８
）  

『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に｢

始
皇
咸
陽
宮
置
酒
、
博
士
七
十
人
前
爲
壽
。
…
…
博
士
齊
人
淳
于
越
進
曰
、
臣
聞
殷
周
之
王
千
餘
歳
、
封
子

弟
功
臣
、
自
爲
枝
輔
。
今
陛
下
有
海
内
、
而
子
弟
爲
匹
夫
。
卒
有
田
常
・
六
卿
之
臣
、
無
輔
拂
、
何
以
相
救
哉
。
事
不
師
古
而
能
長
久
者
、

非
所
聞
也
。
今
青
臣
又
面
諛
、
以
重
陛
下
之
過
、
非
忠
臣
。
始
皇
下
其
議
（
始
皇
咸
陽
宮
に
置
酒
す
、
博
士
七
十
人
前す

す

み
て
寿
を
為
す
。
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…
…
博
士
斉
人
淳
于
越
進
み
て
曰
く
、
臣
聞
く
殷
周
の
王
た
る
こ
と
千
余
歳
、
子
弟
功
臣
を
封
じ
て
、
自
ら
枝
輔
と
為
せ
り
と
。
今
陛
下

は
海
内
を
有た

も

つ
も
、
子
弟
は
匹
夫
為
り
。
卒に

は
かに

田
常
・
六
卿
の
臣
有
ら
ん
に
、
輔
拂
無
く
ん
ば
、
何
を
以
て
か
相
ひ
救
は
ん
や
。
事
の
古

を
師
と
せ
ず
し
て
能
く
長
久
な
る
者
は
、
聞
く
所
非
ざ
る
な
り
。
今
青
臣
は
又
た
面
諛
し
、
以
て
陛
下
の
過
ち
を
重
ね
ん
と
す
、
忠
臣
に

非
ざ
る
な
り
と
。
始
皇
其
の
議
を
下
す
）｣

と
あ
る
。

（
９
）  

『
後
漢
書
』
章
帝
紀
に｢

於
是
下
太
常
、
將
・
大
夫
・
博
士
・
議
郎
・
郎
官
及
諸
生
・
諸
儒
會
白
虎
觀
、
講
議
五
經
同
異
、
使
五
官
中
郎

將
魏
應
承
制
問
。
侍
中
淳
于
恭
奏
、
帝
親
稱
制
臨
決
、
如
孝
宣
甘
露
石
渠
故
事
、
作
白
虎
議
奏
（
是
に
於
い
て
太
常
に
下
し
、
将
・
大
夫
・

博
士
・
議
郎
・
郎
官
及
び
諸
生
・
諸
儒
を
ば
白
虎
観
に
会
し
、
五
経
の
同
異
を
講
議
せ
し
め
、
五
官
中
郎
将
魏
応
を
し
て
制
を
承
け
て
問

は
し
む
。
侍
中
淳
于
恭
奏
し
、
帝
親
ら
制
と
称
し
て
決
に
臨
む
る
こ
と
、
孝
宣
の
甘
露
の
石
渠
の
故
事
の
如
く
し
、
白
虎
議
奏
を
作
る
）｣

と
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
淳
于
恭
伝
に
も｢

淳
于
恭
字
孟
孫
、
北
海
淳
于
人
也
。
善
說
老
子
、
清
靜
不
慕
榮
名
（
淳
于
恭
字
は
孟
孫
、
北
海

淳
于
の
人
な
り
。
老
子
の
説
を
善
く
し
、
清
静
に
し
て
栄
名
を
慕
は
ず
）｣

と
あ
る
。

（
10
）  

記
事
が
原
著
に
あ
っ
た
か
後
生
混
入
さ
れ
た
記
事
な
の
か
の
判
断
は
、
汪
紹
楹
校
注
『
捜
神
記
』
に
附
さ
れ
る
同
氏
の
注
、
及
び
李
剣

国
『
新
輯
捜
神
記
』（
中
華
書
局
・
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
し
た
。

（
11
）  

『
太
平
広
記
』
に
引
用
さ
れ
る
『
捜
神
記
』
の
淳
于
智
記
事
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
尚
、
太
平
広
記
の
テ
キ
ス
ト
は
一
九
六
一
年
中
華
書

局
版
を
使
用
し
た
。

＊
淳
于
智
字
叔
平
、
濟
北
人
。
性
深
沈
、
有
恩
義
。
少
爲
書
生
、
善
易
。
髙
平
劉
柔
夜
臥
、
鼠
齧
其
左
手
中
指
。
意
甚
惡
之
。
以
問
智
、

智
爲
筮
之
曰
、
鼠
本
欲
殺
君
而
不
能
。
當
相
爲
、
使
之
反
死
。
乃
以
朱
書
其
手
腕
橫
文
後
爲
田
字
、
可
方
一
寸
。
使
夜
露
手
以
臥
、
有

大
鼠
伏
死
於
前
。 

（『
太
平
広
記
』
巻
四
四
〇
）

＊
夏
侯
藻
母
病
困
、
將
詣
淳
于
智
。
卜
有
一
狐
當
門
向
之
嘷
呌
。
藻
愕
懼
、
遂
馳
詣
智
。
智
曰
、
禍
甚
急
。
君
速
歸
、
在
嘷
處
拊
心
啼
哭
、

令
家
人
驚
怪
。
大
小
畢
出
、
一
人
不
、
懼
啼
哭
勿
休
。
然
其
禍
僅
可
救
也
。
藻
如
之
、
母
亦
扶
病
而
出
。
家
人
既
集
、
堂
屋
五
間
、
拉

然
而
崩
。 

（『
太
平
広
記
』
巻
四
四
七
）

 

ま
た
、
唐
脩
『
晋
書
』
に
お
け
る
該
当
の
淳
于
智
記
事
は
次
の
通
り
。

＊
淳
于
智
字
叔
平
、
濟
北
盧
人
也
。
有
思
義
、
能
易
筮
、
善
厭
勝
之
術
。
高
平
劉
柔
夜
臥
、
鼠
齧
其
左
手
中
指
、
以
問
智
。
智
曰
、
是
欲
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殺
君
而
不
能
、
當
爲
君
使
其
反
死
。
乃
以
朱
書
手
腕
橫
文
後
三
寸
作
田
字
、
辟
方
一
寸
二
分
、
使
露
手
以
臥
。
明
旦
、
有
大
鼠
伏
死
手

前
。
譙
人
夏
侯
藻
母
病
困
、
詣
智
卜
、
忽
有
一
狐
當
門
向
之
嘷
。
藻
怖
愕
、
馳
見
智
。
智
曰
、
其
禍
甚
急
、
君
速
歸
、
在
狐
嘷
處
拊
心

啼
哭
、
令
家
人
驚
怪
、
大
小
必
出
、
一
人
不
出
、
哭
勿
止
、
然
後
其
禍
可
救
也
。
藻
還
、
如
其
言
、
母
亦
扶
病
而
出
。
家
人
既
集
、
堂

屋
五
間
、
拉
然
而
崩
。 

（『
晋
書
』
巻
九
五
・
淳
于
智
伝
）

（
12
）  

『
太
平
御
覧
』
巻
一
八
〇
に
引
く
王
隠
『
晋
書
』
に
は｢

上
黨
鮑
瑗
、
家
多
喪
禍
貧
苦
。
淳
于
智
卜
之
、
卦
成
。
謂
曰
、
爲
君
安
宅
者
女

子
工
耶
。
曰
、
是
也
。
又
曰
、
此
人
已
死
耶
。
曰
、
然
。
智
曰
、
此
人
安
宅
失
宜
、
既
害
其
身
。
又
令
君
不
利
。
…
…｣

と
あ
り
、
鮑
瑗

の
宅
居
を
建
て
た
女
性
の
大
工
が
す
で
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
ま
た
土
地
に
対
す
る
祭
祀
を
怠
っ
た
が
た
め
に
こ
の
よ
う
な
事
態
と
な
っ

た
と
説
明
し
て
い
る
。

（
13
）   

『
太
平
御
覧
』
所
収
の
王
隠
『
晋
書
』
に
残
存
す
る
淳
于
智
記
事
は
以
下
の
通
り
。

＊
髙
平
劉
柔
臥
、
鼠
囓
其
左
手
中
指
。
意
甚
惡
之
。
以
問
淳
于
智
、
筮
之
曰
、
鼠
本
欲
殺
君
、
而
不
能
當
爲
使
之
反
死
。
乃
以
朱
書
其
手

腕
橫
之
後
三
寸
爲
田
字
、
辟
方
一
寸
二
分
。
夜
露
手
以
臥
、
其
明
有
一
大
鼠
伏
死
手
前
。 

（『
太
平
御
覧
』
巻
三
七
〇
）

＊
譙
國
夏
侯
藻
、
母
病
困
、
五
皷
中
出
、
詣
智
卜
。
有
一
狐
當
門
向
之
嘷
喚
。
藻
愁
愕
遂
、
馳
詣
智
。
智
曰
、
其
禍
甚
急
。
君
速
歸
在
狐

嘷
處
、
撫
心
啼
哭
、
令
家
人
驚
恠
。
大
小
畢
出
、
一
人
不
出
、
啼
哭
勿
休
。
然
後
其
禍
僅
可
救
也
。
藻
如
之
、
母
亦
扶
病
而
出
。
啼
家

人
既
集
、
堂
屋
五
間
、
猝
然
暴
崩
。 

（『
太
平
御
覧
』
巻
九
〇
九
）

（
14
）  

『
隋
書
』
経
籍
志
に
お
い
て
は
、『
捜
神
記
』
は
史
部
雑
伝
類
に
、
王
隠
『
晋
書
』
は
史
部
正
史
類
に
分
類
さ
れ
る
。

（
15
）  

原
文
は｢

莫
不
必4

書
、
著
爲
令
典
、
垂
之
無
窮｣

。『
十
七
史
商
榷
』
の｢

必
、
當
作
有
。
元
版
亦
誤｣

に
従
い
改
め
た
。

（
16
）  

郭
璞
と
干
宝
の
交
友
関
係
に
は
、
唐
脩
『
晋
書
』
郭
璞
伝
に
両
者
の
や
り
と
り
が
見
え
る
ほ
か
、『
捜
神
記
』
中
に
も
郭
璞
が
方
術
を
使

用
し
事
件
を
解
決
す
る
故
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
両
者
が
ほ
ぼ
同
年
代
で
あ
る
こ
と
、
及
び
同
時
期
の
他
書
に
こ
の
記
事
を
伝
え
る
も

の
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
『
捜
神
記
』
中
の
郭
璞
故
事
は
干
宝
の
手
に
よ
っ
て
文
字
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
17
）  

『
建
康
実
録
』
建
武
元
年
に
も｢

冬
十
一
月
、
進
司
空
劉
琨
爲
太
尉
。
初
置
史
官
、
立
太
學
、
以
干
寶
・
王
隱
領
國
史
（
冬
十
一
月
、
司

空
劉
琨
を
進
め
て
大
尉
と
為
す
。
初
め
史
官
を
置
き
、
太
学
を
立
て
、
干
宝
、
王
隠
を
以
て
国
史
を
領
す｣

と
あ
り
、
両
者
が
直
接
同
僚

の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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（
18
）  

『
晋
書
』
干
宝
伝
に｢

著
晉
紀
、
自
宣
帝
迄
于
愍
帝
五
十
三
年
、
凡
二
十
卷
。
奏
之
、
其
書
簡
略
、
直
而
能
婉
、
咸
稱
良
史
（
晋
紀
を
著

し
、
宣
帝
自
り
愍
帝
迄
で
五
十
三
年
、
凡
そ
二
十
卷
。
之
を
奏
す
る
に
、
其
の
書
の
簡
略
な
る
こ
と
、
直
に
し
て
能
く
婉
た
り
、
咸み

な
良

史
と
称
せ
り
）｣

と
あ
る
。

29

『
捜
神
記
』
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て


